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書籍訂正情報 

2026年版 出る順社労士 

必修過去問題集 
 

②社会保険編 

 

（2026/01/05 現在） 

 

弊社が出版いたしました書籍「2026年版 出る順社労士 必修過去問題集②社会保険編」

におきまして以下の訂正箇所がございます。大変おそれいりますが、書籍の訂正をお願い

いたします。 
 

・ 2026/01/05 更新分…ｐ.1 
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【2026/01/05 更新分】 
 

第１編 健康保険法 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P136 

問 47(R2-2) 

Ｃ肢 解説 

2 行目 

 

…,特例退職被保険者及

びその被扶養者係る健康

保険事業の実施が将来に

わたり当該健康保険組合

の事業の運営に支障を及

ぼさないこと等の一定の

要件に該当するものとし

て「厚生労働大臣の認可

を受けた健康保険組合」

をいう。 

 

…,特例退職被保険者及

びその被扶養者に係る健

康保険事業の実施が将来

にわたり当該健康保険組

合の事業の運営に支障を

及ぼさないこと等の一定

の要件に該当するものと

して「厚生労働大臣の認

可を受けた健康保険組

合」をいう。 

 

第２編 国民年金法 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P506 

問 92(R7-2) 

解答 

 

 

正解 Ｃ 正解 Ｂ 

訂正 

P506 

問 92(R7-2) 

解説 

2 行目 

 

したがって,正しい記述

はイ,ウ及びエの 3 つで

あり,Ｃが解答となる。 

したがって,誤っている

記述はア及びオの 2 つで

あり,Ｂが解答となる。 

 

 

以上 


